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研究成果の概要：特許の有効性を示す権利範囲の広さは，特許出願書類の書き方に大きく左右

されるため，その記載については，十分な知識の習得と技術をもって臨む必要である。ところ

が，もともと特許マインドが欠乏している中小企業が，記載に対する十分な知識や技術を有し，

有効的特許を取得できる特許出願書類を作成しているとは考えにくい。本研究では，特許査定

となり，かつ有効的権利範囲を有する特許を得ることができる，「標準的特許出願書類」を，過

去の特許出願書類を解析することによって見つけ出し，それを公開することによって，中小企

業およびベンチャー企業が特許を有効に活用し，効果的な価値獲得ができるような道筋を示す。 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
2006 年度 1,000,000 0 1,000,000  
2007 年度 900,000 0 900,000  
2008 年度 500,000 150,000 650,000  

年度  
  年度  

総 計 2,400,000 150,000 2,550,000  
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１．研究開始当初の背景 
我々の研究結果では，我が国大手企業にお

ける特許マインドは高く，特許戦略も比較的
しっかりと立てられていた。一方，中小企業
の特許に対する意識（特許マインド）はそれ
ほど高くなく，そもそも特許出願に無頓着で
あったり，出願したとしても十分な権利範囲
が得られなかったり，と経営戦略において有
効になり得ない特許が少なくなかった。した
がって，日本企業の利益率が国際的優位性を
得るためには，大手企業よりもむしろ国内で
99％以上の割合を占める中小企業が特許を

有効に活用し，効果的な価値獲得ができるよ
うになる必要があると考えられる。 
特許の有効性を示す権利範囲の広さは，特

許出願書類の書き方に大きく左右されるた
め，その記載については，十分な知識の習得
と技術をもって臨む必要である。ところが，
もともと特許マインドが欠乏している中小
企業が，記載に対する十分な知識や技術を有
し，有効的特許を取得しているとは考えにく
い。 
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本研究では，特許査定となり，かつ有効的
権利範囲を有する特許を得ることができる，
「標準的特許出願書類」を，過去の特許出願
書類を解析することによって見つけ出し，そ
れを公開することによって，中小企業および
ベンチャー企業が特許を有効に活用し，効果
的な価値獲得ができるような道筋を示す。 

 
３．研究の方法 
出願された特許は，方式審査，実体審査，

特許査定といった過程を経て，特許となる。
この場合，すべての出願が特許になるわけで
はなく，出願日から 3 年以内に出願人が審査
請求をしなければ，みなし取り下げとなる。
また，出願した内容はすべて 1 年半後に公開
され，その公開のために発行される公報が公
開特許公報となる。 
本研究のデータ解析では，発明協会から発

行されている，公開特許公報が電子化され，
収録されている DVD-R と特許庁 HP の特許
電子図書館にある特許・実用新案公報 DB お
よび審査書類情報照会を利用した。なお，公
開特許公報 DVD には，一枚当たり約 8,500
件～10,000 件の日本全国の企業・個人を合わ
せた特許出願データが記録されており，一週
間に一枚の頻度で発刊されている。 

公開特許公報 DVD に対しては，独自に開
発したプログラムを用いて，2006 年の公開
特許公報 DVD 内の特許出願データに対して，
発行国，公報種別，公開日，出願日，公開番
号，出願番号，発明の名称，請求項の数，全
頁数，国際特許分類，出願人，発明者，代理
人の項目を抽出し，Access にインポートし，
公開特許公報 DB を構築した。 
また，特許・実用新案公報 DB および審査

書類情報照会を利用した解析では，まず特
許・実用新案公報 DB から 2004 年に公開さ
れた特許を公開番号順に 1番から順番に抽出

した。次に各データの経過情報から，審査情
報を参考に拒絶理由通知を受けた書類をリ
ストアップした。それらの書類を同じく電子
図書館にある審査書類情報照会を利用して，
どの条文で拒絶理由通知を受けたかを調べ
た。審査書類情報照会を利用すれば，審査に
関する書類等が文献番号から参照できる。な
お，出願特許は，特許査定または拒絶査定の
いずれかになるまでは，審査過程において常
に動きがある。本報告の結果は，2008 年 9
月 4 日から 2008 年 11 月 20 日までの期間で
調査した内容である。 

これら収集したデータを利用し，特許査定
または拒絶査定となった特許出願書類の頁
数，代理人に頼らないで自己出願された書類
と代理人によって出願された書類の頁数を
調査した。なお，図１に示すように 2006 年
に出願された特許は 353,100 件あり，頁数が
最も少ない特許出願書類は 2 頁，最も多いも
のは 1,686 頁であった。当初，解析において，
少ない母数の中に著しく頁数が大きいサン
プルが入り込み，その母数の平均頁数を著し
く高くすることがあった。したがって，出願
特許のおよそ 9割の件数が含まれる頁数を同
図より判断し，25 頁以下の特許出願を解析対
象とすることにした。 
 
４．研究成果 
(1)特許出願書類の拒絶状況 
特許・実用新案公報 DB および審査書類情

報照会を利用し，特許査定および拒絶査定と
なった出願特許がどのような理由によって
拒絶されたのかを図２(a)および図２(b)に示
した。審査請求を行った出願特許 1253 件に
ついて，特許査定 650 件分，拒絶査定 603 件
分の結果である。なお，出願者が拒絶理由通
知書を受け取った場合，意見書や補正によっ
て拒絶理由が解消されれば，特許査定となる
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図１ 特許出願書類における請求項の例 



が，解消されなければ，再度拒絶されるこ
とになる。この過程を何度か繰り返し，出
願特許は特許査定または拒絶査定となる
が，拒絶査定となった場合でも，拒絶理由
不服審査請求をし，審理を受けて，特許審
決となる場合も出願特許の 2 割程度ある。
もしこの過程で拒絶審決となれば，知的財
産高等裁判所に審理が委ねられることに
なる。 

これらの結果から，拒絶理由は特許査定，
拒絶査定となる場合も，一番多いものが第
29 条第 2 項，二番目が第 36 条，三番目が
第 29 条第 1 項となり，実務上使われる拒
絶条文は少ないことがわかる。図３で示す
ように，第 29 条第 1 項は，すでに同じ発
明が存在しているため，出願した特許の権
利範囲を狭めなければならないことを意
味する。第 29 条第 2 項は，既に存在して
いる発明を基に，簡単に思いついてしまう
ような進歩性が少ない発明を意味してい
る。第 36 条に関しては書類の記載の問題

である。全頁数が多すぎる場合は内容をコン
パクトにまとめ，また，少ない場合はもっと
発明を分析して内容を修正しなければなら
ない。 
(2)有効的特許出願書類の標準頁数 
図４では，先に述べた特許査定および拒絶

査定になった特許出願書類について，頁数ご
とに出願件数の分布を見た。図４(a)，図４(b)
および図４(c)は，それぞれ第 29 条第 1 項，
第 29条第 2項および第 36条についての結果
である。特許査定となった出願書類の頁数の
分布は，拒絶査定となったものよりも多い方
へシフトしているように見えた。t 検定によ
り，これらの分布に対して同一性の検定を行
った結果，いずれについても，特許査定とな
った出願書類と拒絶査定となったものでは，
有意水準 5%で違いが認められた。特許査定
となった特許出願書類の平均頁数は 12.9 頁，
拒絶査定の平均頁数は 11.2 頁であった。 
 また，図５では公開特許公報 DVD より構
築した DB を利用し，2006 年に出願された
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(b) 拒絶査定 

図２ 拒絶条文の割合 

●第 29 条第 1項 新規性  

出願時に，すでに公知の先行技術が存在して

いる。 

●第 29 条第 2項 進歩性  

出願時に，すでに公知の先行技術に基づいて

容易に思いつく。 

●題 36 条 明細書の記載要件 

明細書が所定の記載用件を満たしていなし。 

 
図３ 特許出願書類における請求項の例 
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図４ 拒絶・登録査定となった特許出願書類の 
頁数の分布 



全ての特許出願書類について，代理人に依頼
したものの頁数の分布，代理人に依頼しない
で自分で作成したものの頁数の分布を示し
た。これらの分布には明らかな差があり，代
理人が出願した書類の平均頁数は 12.8 頁，自
分で出願した書類の平均頁数は 9.9 頁であっ
た。 
 これらのことから，特許査定となった出願
書類の平均頁数 12.9 頁と代理人が作成する
特許出願書類の平均頁数 12.8 頁を，十分な権
利範囲が得られる標準的特許出願書類の頁
数であるとすれば，13 頁程度のものを作成す
ることが望ましいということになる。 
(3)特許出願書類における標準頁数の妥当性 
前述したように，拒絶理由として使われる

拒絶条文の種類は実務上限られていること
がわかった。通常出願人は，これら拒絶条文
を単独もしくは複数の組み合わせで受け取
る。これらの組み合わせについて，出願特許
332 件について調査したところ，図６に示す
ように第 29 条第 2 項の拒絶理由通知を単独
で受け取る割合がもっとも多く，33％であっ
た。次いで，第 29 条第 2 項＋第 36 条，第
29 条第 1 項＋第 29 条第 2 項＋第 36 条，第
29 条第 1 項＋第 29 条第 2 項，第 36 条単独
という順番であり，第 29 条第 1 項単独，第
29 条第 1 項＋第 36 条はほとんど無かった。 

拒絶理由を解消するためには，何が拒絶理
由に該当しているかを正確に理解すること
が重要となる。特に，複数の条文の組み合わ
せからなる拒絶理由通知を受けた場合は，権
利範囲のシフト，権利範囲の下位概念への移
行（権利範囲を狭くする），特許庁審査官へ
の意見書，書類記載の訂正のいずれを選択し，
対応するのかをしっかり考える必要がある。
その際，最も重要なのは，出願書類にこれら
の拒絶理由を解消できるだけのポテンシャ
ルが初めから備わっているかどうかである。
なお，この中で，特許庁審査官への意見書は，
出願した特許の権利範囲の境界が審査官に
曖昧に受け取られ，拒絶されたものと想定す
る場合に，それを意見書によって明確化する
ことにより，拒絶理由を解消する手段であり，
第 29条第 2項の拒絶理由解消に有効である。  
ここで，図４(a)で示した，第 29 条第 1 項

の拒絶条文を受けた特許出願が 5 頁以下では
特許査定に成り得ていないかを考察してみ
る。本研究で取り扱う頁数は，特許出願書類
の頁数であり，願書，明細書，特許請求の範
囲，図面および要約書から成る。おおよその
特許出願処理は，願書と要約書で約 1 頁，図
面で約１頁である。特許出願書類の頁数が 5
頁とは，「登録されるための最低頁数の 5 頁
とは，3 頁の文章（特許請求の範囲と明細書）」
ということになり，第 29 条第 1 項が「出願
時に，すでに公知の先行技術が存在してい
る。」という拒絶理由を考えると，出願時か
ら拒絶理由を解消するポテンシャルが，特許
出願書類に備わっていないと言うことにな
る。このことからも，本研究で算出した，標
準敵な特許出願書類の平均頁数が 13頁とは，
11 頁の文章（特許請求の範囲と明細書）とい
うことになり，拒絶理由通知に対応するのに
妥当な頁数であるものと考えられる。 
(4)代理人出願の有効性 

前述の 3 つの各拒絶条文について，特許査
定および拒絶査定の状況を，代理人が出願し
た特許出願書類と自分で出願した書類とに
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図５ 特許出願書類における請求項の例 
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図６ 拒絶条文の組み合わせの割合 



わけて見ることによって，代理人出願の有効
性について考察した。特許・実用新案公報
DB から代理人有無の特許出願について，そ
れぞれ 100 件を抽出し，特許査定と拒絶査定
の割合を見てみると，表１に示すように，ど
ちらかの出願が特許査定となる割合が高い
わけではなく，自分で出願した場合でも，あ
る程度登録されていることがわかった。この
ことから，特許出願を代理人に依頼したとし
ても，必ず特許査定になるとは限らないこと
がわかった。また，見方によっては，特許庁
審査官が代理人の有無を審査に参酌してお
らず，公平な審査がされていることを示して
いるとも言える。 

これに対し，表２は，表１の結果を年間 11
件以上の特許出願を行う出願人と，年間 10
件以下の出願人にわけてみた結果である。表
中＊を沿えた数字が，年間に 10 件以下しか
出願しない出願人の特許査定と拒絶査定の
割合で，そうでないものは年間 11 件以上出
願する出願人の割合である。 
その結果を見ると，自分で特許出願をする

場合，年間出願件数 11 件以上と 10 件以下で
特許査定の割合に大きな差があった。年間出
願件数 11 件以上の場合，代理人無しでもそ
れなりの割合で特許査定となっているが，10

件以下の出願人の特許は登録される割合が
極めて低くなっていた。 

このことから年間にある程度の頻度で特
許出願をしている出願人は，特許出願の経験
や知識が豊富で，特許査定となる特許出願書
類を作成することができ，登録される割合が
高くなると考えられる。企業で考えれば，年
間 11 件以上出願している企業は，特許出願
に精通している部署や担当者が存在してい
ることが考えられる。これらの出願人では，
特許出願を代理人に依頼する必要性は少な
い。一方，あまり特許出願をしない出願人は，
特許出願を代理人に依頼すべきである。ただ
し，代理人に出願を依頼する場合でも，後に
出願人の意図する権利範囲と異ならないよ
うに代理人とよく話し合いながら，特許取得
過程を進めていく必要があるのは当然であ
る。 
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